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７ 吉岡町役場 ☎54̶3111（代表）

ナ
ン
バ
ー
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
な
ど

特
殊
詐
欺
対
策
電
話
機
な
ど
の
購
入
費
を
補
助

▼
対
象

次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

ま
た
は
そ
の
人
の
属
す
る
世
帯
の
世

帯
員

●
申
請
日
時
点
に
お
い
て
町
内
に
住

所
を
有
し
て
い
る
65
歳
以
上
の
人

●
特
殊
詐
欺
対
策
電
話
機
や
後
付
け

の
特
殊
詐
欺
電
話
対
策
装
置
な
ど

の
購
入
か
ら
１
年
以
内
で
あ
る
こ

と
●
世
帯
員
全
員
に
町
税
な
ど
の
滞
納

が
な
い
こ
と

▼
補
助
金
額

購
入
費
の
２
分
の
１（
１
０
０
円

未
満
切
り
捨
て
）で
、上
限
５
，０
０
０
円

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
申
請
書（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

□
領
収
書（
購
入
日
お
よ
び
購
入
額

が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）

□
保
証
書
ま
た
は
取
扱
説
明
書

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
分
か
る
も

の
）の
写
し

▼
申
請
方
法

次
の
申
請
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
窓
口

か
ら
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課
協
働
安
全
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

まちの木

▲問い合わせフォーム

　消防団は、消火活動のみならず、自然災害時における活
動など、地域で非常に重要な役割を担っています。その他
にも、防災訓練や火災対応訓練への参加など、消防力・防
災力の向上に大きな役割を果たしています。
　しかし、消防団員は全国的に減少傾向にあり、町も例外
ではありません。地域の安全・安心を守るため、消防団へ
の入団をご検討ください。
　興味のある人は、電話または二次元コードの問い合わ
せフォームからお気軽にお問い合わせください。

▶入団対象者
　１８歳以上の町内在住者または在勤者

▶問い合わせ先
　総務課 協働安全室
　☎２６-２２４３（直通）

消防団員を募集しています

　町水道事業では、経営改善の一環として、令和８年４月の検針より、これまでの
毎月検針から２カ月に１度の隔月検針に変更になります。
　大字が「小倉・上野田・下野田・北下・南下・陣場」の地区の方は偶数月に、「漆原・
大久保」の地区の方は奇数月に水道検針を行います。水道検針周期の変更に伴い、
水道料金や下水道使用料などの請求も隔月となりますのでご注意ください。詳し
くは３月の自治会回覧や町ホームページをご覧ください。

水道検針の周期が変わります

▶問い合わせ先　上下水道課 上水道室　☎54-1118（直通）

▲申請フォーム
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身
体
上
ま
た
は
精
神
上
の
障
害
の

た
め
、日
常
生
活
に
著
し
く
支
障
の

あ
る
高
齢
者
を
在
宅
で
介
護
す
る
人

に
、申
請
に
よ
り
介
護
慰
労
金
を
支

給
し
て
い
ま
す
。令
和
７
年
度
か
ら

対
象
要
件
を
見
直
し
ま
し
た
。

▼
対
象

令
和
８
年
１
月
１
日
を
基
準
日
と
し

て
、次
の
①
〜
④
の
全
て
に
該
当
す

る
高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
人
に
支

給
し
ま
す
。た
だ
し
、２
人
以
上
で
介

護
し
て
い
る
場
合
は
、主
と
し
て
介

護
す
る
人
が
対
象
で
す
。

①
町
内
に
１
年
以
上
住
所
を
有
し
、

基
準
日
に
お
い
て
満
65
歳
以
上
で

あ
る
こ
と

②
基
準
日
前
１
年
間
に
お
い
て
短
期

入
所
な
ど
の
利
用
日
数
お
よ
び
医

療
機
関
な
ど
へ
の
入
院
日
数
の
合

計
が
１
０
０
日
以
内
で
あ
る
こ
と

③
基
準
日
前
１
年
間
に
お
い
て
一
度

も
介
護
保
険
施
設
な
ど
へ
入
所
し

て
い
な
い
こ
と

④
基
準
日
以
前
１
年
間
継
続
し
て
要

介
護
３
〜
５
の
認
定
を
受
け
て
お

り
、次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま

る
こ
と

・
要
介
護
３
の
認
定
を
受
け
て
お

り
、
基
準
日
前
１
年
間
に
お
い

て
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
て
い
な
い
こ
と

・
要
介
護
４
ま
た
は
５
の
認
定
を

受
け
て
お
り
、
基
準
日
前
１
年

間
に
お
い
て
、
利
用
し
た
介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
が
１
０
０
万
円

　

以
下
で
あ
る
こ
と（
住
宅
改
修

費
、福
祉
用
具
貸
与
・
購
入
費
な

ど
を
除
く
。）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

●
申
請
書

●
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
分
か
る
も

の
）の
写
し

※
申
請
書
は
介
護
高
齢
室
で
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
申
請
期
間　

１
月
８
日
㊍
〜
30
日
㊎

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課 

介
護
高
齢
室

☎
26
・
２
２
４
７（
直
通
）

申
請
は
１
月
８
日
㊍
〜
30
日
㊎
に

介
護
慰
労
金

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

吉
岡
町
地
域
福
祉
計
画
及
び

吉
岡
町
地
域
福
祉
活
動
計
画（
案
）

　

町
民
、地
域
、町
社
会
福
祉
協
議

会
、行
政
が
一
体
と
な
っ
て
共
に
支

え
合
い
、つ
な
が
る
地
域
福
祉
社
会

を
実
現
す
る
べ
く
、町
で
は「
吉
岡
町

地
域
福
祉
計
画
」、町
社
会
福
祉
協
議

会
で
は「
吉
岡
町
地
域
福
祉
活
動
計

画
」を
一
体
的
に
策
定
し
て
い
ま
す
。

　

計
画
策
定
に
あ
た
り
、よ
り
良
い

計
画
に
す
る
た
め
に
、町
民
の
皆
さ

ま
か
ら
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

▼
閲
覧
場
所　

福
祉
室
窓
口
、町
社

会
福
祉
協
議
会
窓
口
、町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

▼
意
見
提
出
方
法　

町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
掲
載
の
用
紙
ま
た
は
任
意
の
用
紙

に
住
所
、氏
名
、ご
意
見
を
記
入
し
、

郵
送
、Ｆ
Ａ
Ｘ
で
送
付
、ま
た
は
窓
口

へ
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
閲
覧
・
募
集
期
間　

１
月
５
日
㊊

〜
１
月
26
日
㊊

※
郵
送
提
出
の
場
合
、１
月
26
日
㊊

当
日
消
印
有
効

※
福
祉
室
窓
口
で
の
提
出
と
閲
覧

は
、開
庁
時
間
内
に
限
り
ま
す
。

▼
公
募
結
果

　

意
見
募
集
結
果
の
公
表
の
際
は
、

個
人
情
報
の
公
表
は
し
ま
せ
ん
。ま

た
、個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

〒
３
７
０-

３
６
９
２

吉
岡
町
下
野
田
５
６
０

健
康
福
祉
課 

福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
６（
直
通
）

　

54
・
８
６
８
１

まちの花

まちの鳥
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も
し
も
の
時
に
備
え
ま
し
ょ
う

原
案
の
閲
覧
・
公
聴
会
に
つ
い
て

木
造
住
宅
耐
震
診
断
者
派
遣
事
業

都
市
計
画
に
関
す
る
お
知
ら
せ

　

木
造
住
宅
の
地
震
に
弱
い
部
分
や

倒
壊
の
可
能
性
の
有
無
に
つ
い
て
、

耐
震
診
断
を
希
望
す
る
人
に
耐
震
診

断
者
を
派
遣
し
ま
す
。

※
耐
震
診
断
費
は
無
料
で
す
が
、診

断
者
の
交
通
費
１
，０
０
０
円
な
ど

は
自
己
負
担
で
す
。

▼
該
当
す
る
建
物

①
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
着
工
の

一
戸
建
て
の
住
宅
ま
た
は
併
用
住

宅
で
住
宅
部
分
の
床
面
積
が
２
分

の
１
以
上
の
も
の

②
平
屋
建
て
・
２
階
建
て
の
も
の

③
在
来
軸
組
構
法
に
よ
る
も
の

▼
対
象　

該
当
建
築
物（
貸
家
を
除

く
）を
所
有
し
、居
住
し
て
い
る
人

で
、町
税
の
滞
納
が
な
い
人

▼
募
集
戸
数　

２
戸（
先
着
順
）

▼
申
込
期
限

１
月
30
日
㊎

▼
申
し
込
み
方
法

　

窓
口
で
事
前
相
談
後
、申
請
書
と

必
要
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

事
前
相
談
の
際
に
、建
築
物
が
派
遣

　

現
在
、町
で
は
、産
業
団
地
事
業
の

実
施
な
ど
に
伴
う
都
市
計
画
の
見
直

し
を
進
め
て
い
ま
す
。こ
れ
に
伴
い
、

用
途
地
域
、特
定
用
途
制
限
地
域
、地

区
計
画
お
よ
び
都
市
計
画
施
設（
道

路
お
よ
び
公
園
）に
係
る
都
市
計
画

の
原
案
の
閲
覧
と
公
聴
会
を
次
の
と

お
り
実
施
し
ま
す
。

▼
原
案
の
名
称

●
吉
岡
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更

（
駒
寄
ス
マ
ー
ト
Ⅰ
Ｃ
西
側
周
辺

地
区
の
追
加
）

●
吉
岡
都
市
計
画
特
定
用
途
制
限
地

域
の
変
更（
駒
寄
ス
マ
ー
ト
Ⅰ
Ｃ
産

業
団
地
西
第
１
地
区
ほ
か
１
地
区

の
追
加
及
び
吉
岡
地
区
の
変
更
）

●
吉
岡
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更

（
駒
寄
ス
マ
ー
ト
Ⅰ
Ｃ
西
周
辺
地

区
の
追
加
）

●
吉
岡
都
市
計
画
道
路
の
変
更（
３
・

４
・
６
号
溝
祭
北
下
線
ほ
か
１
路

線
の
変
更
及
び
３
・
５
・
１
２
号
池

端
南
下
線
ほ
か
１
路
線
の
追
加
）

●
吉
岡
都
市
計
画
公
園
の
決
定（
４
・

事
業
の
対
象
と
な
る
か
確
認
し
ま

す
。事
前
相
談
の
前
に
、住
宅
の
建
築

年
や
構
造
を
調
べ
て
お
い
て
く
だ
さ

い
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

①
申
請
書（
窓
口
で
受
け
取
る
か
、町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
く
だ
さ
い
。）

②
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
で
き

る
も
の（
運
転
免
許
証
な
ど
）の
写

し
③
町
税
の
完
納
証
明
書

④
対
象
住
宅
の
固
定
資
産
税
評
価
額

証
明
書

⑤
建
築
確
認
書
・
案
内
図
・
現
況
写
真

（
２
面
以
上
）

※
③
・
④
は
証
明
手
数
料
３
０
０
円

が
か
か
り
ま
す
。

※
⑤
建
築
確
認
書
が
な
い
場
合
、調

査
用
図
面
作
成
費
用
と
し
て
、別
途

１
万
円
が
か
か
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課 

都
市
建
設
室

☎
26
・
２
２
７
８（
直
通
）

３
・
１
号
よ
し
お
か
温
泉
公
園
ほ

か
１
公
園
の
決
定
）

 

原
案
の
閲
覧

▼
期
間

１
月
13
日
㊋
〜
26
日
㊊

※
開
庁
時
間
内
に
限
り
ま
す
。

▼
場
所

建
設
課 

都
市
建
設
室

　

閲
覧
期
間
中
は
、町
原
案
の
図
書
を

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

 

公
聴
会

▼
日
時

２
月
６
日
㊎
午
前
10
時
か
ら

▼
場
所　

役
場 
第
２
会
議
室

　

公
述
を
希
望
す
る
人
は
、閲
覧
期
間

中
に
公
述
申
出
書
を
ご
提
出
く
だ
さ

い
。公
述
申
出
書
は
、建
設
課
窓
口
で

受
け
取
る
か
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

※
公
述
希
望
が
な
い
場
合
、公
聴
会

は
実
施
し
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課 

都
市
建
設
室

☎
26
・
２
２
７
８（
直
通
）

まちの木

まちの花
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●渋川市消費生活センター  ☎22-2325
㊊～㊎午前９時～午後４時（㊗・年末年始を除く）

●消費者ホットライン  ☎188
●群馬県消費生活センター  ☎027-223-3001

町ホームページはこちら▶

●解約したクレジットカードの請求が来るので
不審に思い、カード会社に尋ねると「リボ払い
になっており、支払う必要がある」と言われ
た。知らずにリボ払いになっていたことに納得
がいかない。

　リボルビング払い（リボ払い）は、支払いが長
期化し手数料がかさむことがあります。カードの
不正利用に早く気付くためにも利用明細の確
認は必ず行いましょう。例えば、次のようなトラ
ブルがあります。

●リボ専用カードや自動リボ設定されてい
るカードは、利用の際に「一括払い」と告
げても自動的にリボ払いになります。カー
ド申し込みの際は、よく確認しましょう。

●利用明細を確認することで、意図せずリ
ボ払いになっていたことに早く気づけま
す。利用明細は必ず毎月確認し、不明な
点があれば、すぐにカード会社に連絡し
ましょう。

●トラブルになった場合や不安がある場
合は、消費生活センターなどに相談しま
しょう。

事　　例

トラブル回避ポイント

月1で学ぶ！
消費者の賢コ

ツ

利用明細は必ず確
認！

意図せぬリボ払
い

に注意

今月の手話
「郵便局」

左手の２指と右手の人差し指で
「〒」の形を表してから、指文字の
「オ」の形にした左手の横で、右
手の人差し指を下ろして跳ね上
げます。

農
業
に
従
事
す
る
人
の
安
心･

豊
か
な
老
後
を

農
業
者
年
金

加
入
で
き
る
人

（
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人
）

①
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

②
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
し
て

い
る
人

③
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人

※
国
民
年
金
の
任
意
加
入
被
保
険
者

に
限
り
、60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人

も
加
入
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

掛
け
金

積
立
方
式
な
の
で
自
分
が
か
け
た

金
額
は
年
金
と
し
て
生
涯
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。保
険
料
は
月
々

２
万
円
〜
６
万
７
千
円
で
、い
つ
で

も
変
更
で
き
ま
す
。

※
35
歳
未
満
で
一
定
の
要
件
を
満
た

す
人
は
１
万
円
か
ら
で
も
通
常
加
入

で
き
ま
す
。

支
払
っ
た
保
険
料
は
全
額
社
会
保

険
料
控
除
と
な
り
、所
得
税
や
住
民

税
な
ど
の
節
税
と
な
り
ま
す
。ま
た
、

一
定
の
要
件
を
満
た
す
人
は
政
策
支

援（
保
険
料
の
国
庫
補
助
）が
受
け
ら

れ
ま
す
。例
え
ば
、認
定
農
業
者
な
ど

で
青
色
申
告
者
の
35
歳
未
満
の
人

は
、１
万
円（
５
割
）補
助
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

農
業
委
員
会
事
務
局

☎
26
・
２
２
８
１（
直
通
）

まちの鳥


